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福井県社会福祉協議会嶺南支所 

図書・ビデオ・ＤＶＤ等の貸出について   
 

        ☆貸出上の注意事項☆ 

       （１）貸出期間は原則２週間です。 

          延長を希望する場合は、事前にご連絡ください。 

       （２）営利目的の使用はしないでください。 

       （３）貸与品を転貸したり、複製はしないでください。 

   

 ☆貸出使用料☆ 

   無料です。 

   ただし、搬出・搬入にかかる費用は使用者負担でお願いします。 

 

 ☆破損・紛失☆ 

    教材使用中に事故があった場合や紛失・破損した場合は、直ちにその状況を

当所にご連絡ください。 

 

 ☆返却☆ 

   期日までに返却してください。 

    やむを得ず返却が遅れる場合は、当所に 

   ご連絡ください。 

 

 

 

 


